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花巻市学校給食用物資納入業者の登録に関する手引き 

 

令和 7 年 10 月 

花巻市教育委員会 

 

本手引きは、「花巻市学校給食物資納入業者の登録に関する要綱」に基づき、花巻市の

学校給食センターに給食用物資を納入するために必要となる納入業者の登録に関して定

めるものです。 

 

１ この手引きの対象 

この手引きの対象となるのは、花巻市内の学校給食センターにおける給食用物資の納

入のみです。 

 

２ 登録の要件 

納入業者の登録資格要件は、次の事項を全て満たす者とする。 

№ 項目 

１ 
県内に本店、支店、製造工場、店舗、営業所、販売所等（以下「営業施設」とい

う。）を有していること。 

２ 市税に未納がないこと。 

３ 
納入した給食用物資への異物混入等の緊急時に直ちに対応できる体制が整って

いること。 

４ 

引き続き１年以上事業を営んでいること。なお、新たに組合等を組織して登録し

ようとする場合は、当該組織を構成する各者が引き続き１年以上事業を営んでい

ること。 

５ 
営業施設及び納入しようとする給食物資の衛生管理並びに従業員に対する健康

管理が十分に行われていること。 

６ 
仕入れ及び製造加工並びに搬送の能力が十分にあり、指示した期日、時刻及び場

所に指示した量の給食用物資を納入できること。 

７ 
営業に関し、法令上資格を必要とする業種にあっては、当該資格を有しているこ

と。 

８ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者。 

９ 
役員等が花巻市暴力団排除条例（平成２７年花巻市条例第５２号）第２条第５号

に規定する暴力団等に該当しないこと。 

 

３ 登録の対象物資及び対象施設 

（１）対象物資 

区分 品目 主な物資名 

Ａ 肉類 精肉、ハム、ソーセージ、鶏卵等 

Ｂ 魚介類 
鮮魚、冷凍魚、加工魚（フライ等）、魚肉加工品（かま

ぼこ等） 

Ｃ 冷凍食品 冷凍加工品、野菜、麺類、フライ、ボイルパック等 

Ｄ 豆腐、こんにゃく類 豆腐、油揚げ、納豆、こんにゃく等 
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区分 品目 主な物資名 

Ｅ デザート類 ヨーグルト、ゼリー、ケーキ等（冷凍品を含む） 

Ｆ 野菜類 キャベツ、人参、大根、もやし、きのこ等 

Ｇ 果実類 りんご、ブドウ等 

Ｈ みそ、しょうゆ みそ、しょうゆ 

Ｉ 一般物資 
油脂、乾物類、缶詰、香辛料、その他調味料・加工食品、

雑穀、し好飲料等 

※主食（精米、パン用小麦粉）、牛乳は対象外です。 

 

（２）対象施設 

１ 花巻学校給食センター 花巻市若葉町 2 丁目 16 番 22 号 

２ 南城学校給食センター 花巻市南城 110 番地 1 

３ 湯口学校給食センター 花巻市円万寺字法船 96 番地 6 

４ 湯本学校給食センター 花巻市大畑第 3 地割 331 番地 1 

５ 矢沢学校給食センター 花巻市高木第 20 地割 81 番地 1 

６ 宮野目学校給食センター 花巻市西宮野目第 6 地割 156 番地 2 

７ 西南学校給食センター 花巻市中笹間 15 地割 1 番地 

８ 大迫学校給食センター 花巻市大迫町大迫第 1 地割 4 番地 58 

９ 石鳥谷学校給食センター 花巻市石鳥谷町八幡第 4 地割 100 番地 1 

１０ 東和学校給食センター 花巻市東和町土沢 5 区 20 番地 

 

４ 登録申請提出書類について 

登録申請に必要な申請書類は、花巻市教育委員会事務局の窓口で受け取るか市教育委

員会学校給食のホームページからダウンロードしてください。 

(URL：https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kosodate_kyoiku/kyoiku/kyuusyoku/1015777.html) 

申請の際は、記入漏れ、必要書類の添付漏れがないよう確認の上、提出してください。 

№ 名称 備考 

１ 登録申請書(様式第 2 号)  

２ 営業規模概況調書(様式第 3 号)  

３ 
市税 ※別表参照のこと 

納税証明書(前年度分)又は未納なし証明書の写し 
直近 3 か月の写し 

４ 営業許可証の写し、又は、営業届出書の写し  

５ 
食品衛生監視票の写し 

（営業許可証の写しを提出する場合に限る。） 
直近 1 年以内の写し 

６ 
営業施設等の衛生に関する自主点検記録表等の写

し(任意様式) 

営業上、許可が必要でない

業者のうち、自主的に衛生

管理等の取組を行っている

ことを証するものがある場

合提出 

７ 
誓約書(様式第 4 号) 
※記載された個人情報は、花巻警察署に照会を行う目的

のみに使用するものです。 
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(別表)納税証明書提出区分 

 形態 提出の有無 納税証明書の種類 

法

人 

本店が市内 有 法人市民税・固定資産税・軽自動車税 

本店が市外 無  

本店が市外で 

支店が市内 

（本店）無 

（支店）有 

(支店) 

法人市民税・固定資産税・軽自動車税 

本店・支店ともに市外 無 
 

個

人 

本店が市内 有 
市県民税・固定資産税 

軽自動車税・国民健康保険 

本店が市外 無 
 

 

 

５ 申請書の提出方法 

(１) 持参の場合 

花巻市教育委員会事務局 学務管理課学校給食管理室（石鳥谷総合支所２階） 

受付時間 午前９時から午後５時（土・日・祝祭日を除く平日） 

 

(２) 郵送の場合  

〒０２８－３１６３ 花巻市石鳥谷町八幡第４地割１６１番地 

「花巻市教育委員会 学務管理課学校給食管理室」宛て 

※受付期間内の消印があるものを有効とします。 

※申請内容についてお問い合わせする場合があります。 

 

６ 申請書の受付期間 

令和７年１０月２４日（金）から令和７年１１月２８日（金）まで 

 

７ 登録の通知 

申請書の記載内容及び添付資料を確認し、物資納入業者に適しているか判定します。 

結果は、令和８年１月３１日までに文書により通知します。 

 

８ 登録の有効期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

※ただし、次期の名簿が作成されるまで延長されることがあります。 

 

９ 資格の喪失及び取消し 

（１）資格の喪失 

資格者が、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当したとき。 

（２）資格の取消し 
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資格者が、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当したと 

き。 

（３）前各号に掲げるもののほか、教育長が登録業者として不適当と認めたとき。 

（４）既に給食物資を納入することが決まっていた場合でも、上記に該当することに 

なった場合は、その納入を停止することがあります。この場合において、教育委員会

では発生した損害の補償はいたしませんのでご承知おきください。 

 

１０ 登録事項の変更について 

名簿登載後、登録事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止若しくは休止したとき

は、「花巻市学校給食用物資納入業者の登録事項変更に関する届（様式６号）」に必要

書類を添付し、速やかに花巻市教育委員会に提出して下さい。 

 

１１ 登録制度における注意事項 

（１）名簿に登録された方は、花巻市が発注する給食用物資購入に係る業者選定の対象 

となりますが、登録によって給食用物資の発注が確約されるものではありませんので、 

ご承知おきください。 

（２）契約に係る見積品等の提出に要する経費は、見積者の負担となります。 

（３）学校給食用物資の発注は、花巻市学校給食センターがそれぞれ行います。 

（４）登録後の発注及び納品、請求については、登録通知と併せてお知らせします。 

 

１２ 本件に関する問い合わせ先 

〒０２８－３１６３ 花巻市石鳥谷町八幡第４地割１６１番地 

花巻市教育委員会学務管理課学校給食管理室（電話：０１９８－４１－３１４５） 

 


